
デュー・ディリジェンス対応に向けた
取り組みのポイントについて（案）

2024年1月28日

環境省大臣官房環境経済課

資料３－２



1

懇談会における議論のサマリー①

◼ リスクベースアプローチに基づくデュー・ディリジェンスの徹底
・あらゆるリスクへの対応が必要という訳ではなく、リスクベースアプローチに基づき、
環境・人権リスクに対して、企業がよりネガティブな影響を与えるリスクから対応をして
いくべき。

・環境・人権リスクの横断的な対応が求められる場面においても、リスクベースアプロー
チを徹底しつつ、双方へのリスクをできる限り低減する取り組みを行っていくべき。

■デュー・ディリジェンスにおける「適切な措置」の理解
・①措置が合理的に利用可能かどうか②リスクに対して相応であるか③効果的であるかと
いう3つの観点が重要であるが、 最終的には個別具体的な判断が必要。

◼ デュー・ディリジェンスにおけるリスクの特定・評価の適切な実施（事例集p3～5・7）
・リスクの特定・評価を誤ると、デュー・ディリジェンスの後工程での対応を誤る可能性
が高く、このプロセスを如何に適切に実施するかが重要。

◼ デュー・ディリジェンス全般にわたるステークホルダーエンゲージメントの実施（事例
集p7～10）

・企業の人権・環境リスクに対して適切に把握・対応する観点から、ステークホルダーエ
ンゲージメントが重要であり、識別した重要なリスクを中心に、さらにステークホルダー
エンゲージメントを深めていく必要あり。（次頁に続く）
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懇談会における議論のサマリー②

（前頁より続く）
・当面は義務とはされていないが、企業が想定するステークホルダーや対話の内容を開示
し、これを奇貨としつつ外部とのコミュニケーションの改善を行い、潜在的なステークホ
ルダーを掘り起こしながら、ステークホルダーとの共創関係を構築していくことも望まれ
る。

◼ ガバナンスの構築（事例集p6・11）
・企業の方針やリスク管理への組み込みの場面のみならず、実際のデュー・ディリジェン
スの実施においても、企業のビジネスプランや包括的な戦略を見直す場面も想定されるた
め、デュー・ディリジェンスの対応においては経営層による関与が不可欠。

◼ サステナビリティ開示との一体的取り組み
・サステナビリティ開示は、デュー・ディリジェンスの延長線上に存在すると考えられる
ため、両者を一体的に対応することが重要。
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デュー・ディリジェンス事例集

※以下の事例は、現状の海外での取り組みのレベルを知る参考
資料としてご紹介させていただくものとなります。
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BNP Paribas（UNIVERSAL REGISTRATION DOCUMENT AND 
ANNUAL FINANCIAL REPORT 2023)

リスクマッピングにあたり、①社内サーベイだけで
はなく、同業他社の発行物や、同社に適用される規
制、業界の記事、ソーシャルネットワークの投稿か
ら、リスクマッピングを行い、②その結果をマトリ
クス型の表にまとめている。（p705～706）

①

②
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Bolloré （2023 Universal registration document)

リスクマッピングについて、過去から段階的に改善
をしていることが分かるように開示を行っている。
また、リスクの評価に役立つツールをサプライヤー
に提供を行う等、自社のバリューチェーンにおける
リスク評価を発展させていこうとする動きが見られ
る。（p138） 4
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Puma（Annual Report 2023）

①リスクを評価するにあたり、どのようなリソース
を使用したかを開示している。（p49）
②ダブルマテリアリティの評価に係るガバナンスの
状況等について、開示をしている。（p36）

①
②
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Enel Group（SUSTAINABILITY REPORT 2023）

①ステークホルダーやリスクを特定する手順が順を
追って開示されている。（p38～39）
②ステークホルダーとのエンゲージメントの内容や回
数、優先すべきトピックについもて記載している。
（p42）

①
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Carrefour（Universal Registration Document 2023）

①

①デュー・ディリジェンスのどのプロセスにどのス
テークホルダーが対応するかを例示している。
（p126）
②採用しているリスクマッピングの方法やマッピング
したリスクについても開示している。（p127・130）

②
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Danone（UNIVERSAL REGISTRATION DOCUMENT 2023）

ステークホルダーの名称が列挙される共に、各ステー
クホルダーの概要や、当社との関係が記載されている
ものの、直接負の影響を受けているステークホルダー
がここに記載されているかは不明。（p227） 8
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Casino Guichard-Perrachon（2023 UNIVERSAL REGISTRATION DCUMENT）

①深刻な人権・環境リスクの特定のため、具体的に
どのようなステークホルダーと対話しているかにつ
いて開示を行っている。（p308）
②ステークホルダーから注意喚起が行われたリスク
について開示を行っている。（p327）①

②
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Bouygues（2023 UNIVERSAL REGISTRATION DCUMENT)

①自社の注意義務計画が経営層に報告されるプロセス
が端的に表現されている。（一方で、それが経営層に
如何なる形で検討されていいるかは不明）（p226）
②また、注意義務計画の構築については、部門横断的
な責任関係が存在することが見て取れる。（p230）

①

②
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